
               医療政策学コース 
 

２０２４年度 大学院医歯学総合研究科医歯理工保健学専攻 
医療管理政策学（ＭＭＡ）コース修士学位論文申請について 

 

１．提出書類 
 

①学位論文審査申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

※ 論文が英文の場合はタイトルの和文訳を併記してください。 

②履歴書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部＋Wordファイル 

※ 年月日は、西暦で記入してください。 

③学位論文要旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部＋Wordファイル 

※ 論文が英文の場合でも和文で記載してください。 

※ 1,000字以内としてください。 

④審査委員候補者記入表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

⑤学位記記載事項の確認について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部＋Wordファイル 

⑥確認書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

⑦進路届  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Microsoft Formsから回答 

⑧学位論文 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１編１部＋PDFファイル 

⑨学位申請論文の守秘義務の確認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部 

※電子ファイルについては、CD-R、USB ﾒﾓﾘ、メールへの添付などで提出して下さい｡ 

 
２．提出先 
   東京医科歯科大学 統合教育機構 学務企画課 企画調査係（１号館西１階） 

   〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45 ℡ 03-5803-5074  e-mail  grad.doctor_med.adm@tmd.ac.jp 

 

３．提出期間 
提出期間 ①～⑦ ２０２４年１２月１２日（木）～２０２４年１２月１８日（水） 

        ⑧、⑨ ２０２５年 １月 ６日（月）～２０２５年 １月 ８日（水） 

 

４．論文審査・最終試験 
   ２０２５年１月１４日（火）～１月２４日（金） 

      ※論文審査・最終審査日については､上記期間中の審査委員の都合等により決定する。 

 

５．学位授与について 
  ２０２５年２月１８日（火）開催のＭＭＡ運営協議会における修士学位論文の合否判定において、合格と判

定された者について、２０２５年３月２５日（火）に開催される学位授与式で学位記を授与します。 

 

 

 

                                            （裏面へ続く）



  

６．注意事項 
○研究活動の不正行為について 

論文の作成にあたっては『国立大学法人東京医科歯科大学における研究活動に係る行動規範』を遵守し、 

 ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を為さず、加担しないこと。 

 

ねつ造 ：存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 

改ざん ：研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正で

ないものに加工すること。 

盗用 ：他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解

もしくは適切な表示なく流用すること。 

 

【参考】国立大学法人東京医科歯科大学における研究活動に係る行動規範

（http://www.tmd.ac.jp/tmd-research/artis-cms/cms-files/20141028-085628-7953.pdf） 

 

○『⑦確認書』について 

学位申請論文に関する研究が以下の【対象となる研究】を含んでいる場合には、あらかじめそれぞれに該当

する委員会等において承認を受けて実施した研究であることが確認できない場合、提出された論文は学位申

請論文として認められない。また、学位論文で用いた研究について、該当する委員会等への申請書類に原則

といて、学位申請者の氏名が従事者として記載されている必要がある（※自身が直接実施した研究について

は必須とする）。本学における研究者の行動規範に重大な違反があった場合は、処罰の対象となる。 

 

【対象となる研究】 

① 遺伝子組み換え実験 

② 動物実験 

③ 病原微生物等利用実験 

④ 特定病原体等利用実験 

⑤ ヒトES細胞を用いる研究 

⑥ ヒト iPS細胞を用いる研究 

  ⑦ ヒトゲノム遺伝子解析研究 

⑧ ヒト（もしくはヒト由来検体・情報（臨床情報を含む）等）を対象とする研究（疫学研究を含む） 

⑨ 再生医療等提供計画（第1種から第3種） 

⑩ 利益相反自己申告書の提出要件 

 

○『⑧学位論文』について 

  既発表論文の内容、実験データ、図等を学位論文作成に用いる際には以下の点について注意すること。 

  （1）学位申請者が行った部分と、そうでない部分が明確に区別できるようにすること。 

  （2）図に関しては著作権の関係上、申請者本人あるいは研究グループによる論文の場合でも出版社の再掲

許可が必要となることがある。 

    再掲許可を得る事が難しい場合については、必ず図の編集を行うこと。 
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７．その他 
 ① 各提出書類に記載する論文題名は統一してください。（学位論文審査申請書提出後の論文題名の変更は認め

ません。） 

② その他、ご不明の点がありましたら、学務企画課企画調査係（e-mail grad.doctor_med.adm@tmd.ac.jp、 

℡03-5803-5074）へお問い合わせください。 

 


